


















今後の物価・水光熱費高騰などを想定し、それを上回る賃上げを目指すのが政府方針。

一方で、医療介護福祉業界は診療報酬・介護報酬などの公的価格による収入が大半で、民間の他産業に比べ給与
引き上げに結び付けにくい特性を考慮し、国により「24年度２・５％、25年度２・０％」という目標を掲げ、そ
れに向けた改定を実施した（24年トリプル改定）。
診療報酬の時期改定は2年ごとのため、26年度予算の審議過程で、その時点での「物価・為替・賃金引き上げ状
況・経済状況・金融政策」等を総合的に勘案し、介護報酬では「3か年の最終年度」にあたる時点で、必要に応じ
た対応が考えられる。







その他サービスについては、弊社ホームページ「ケアニュー
ス」内の「２０２４年度介護報酬改定単価」で確認ください。
全サービス公開中。






































